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，
明
治
維
新
前
の
北
向
遁
の
住
民
は
之
を
土
著
者
た
る
蝦
夷
及
び
和
人
と
、

内
地
よ
り
の
肱
人
た
る
和
人
と
よ
り
成
る
と
云
ひ
得

る
。
此
巾
蔵
人
な
る
も
の
は
「
前
」
松
前
藩
時
代
以
来
滞
在
期
間
の
如
何
冶
問
は
中
松
前
に
本
籍
h
q
有
せ
ぎ
る
者
に
劃
し

τは
皆
之

を
蔵
人
と
し
て
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
o

然
ら
ば
此
旋
人
な
る
も
の
は
官
時
此
地
経
摺
上
如
何
な
る
地
位
に
花
っ
た
か
と
云
ふ
に
云
ふ

迄
も
な
く
此
等
蔵
人
の
職
業
を
大
別
す
れ
ば
、
産
業
従
事
者
と
非
産
業
従
事
者
と
に
な
る
が
先
つ
産
業
従
事
者
よ
り
す
る
時
は
訴
時

1，'][ 

の
北
指
遁
の
産
業
と
云
へ
ば
挽
業
が
主
で
あ
っ
た
が
、
活
初
は
土
着
人
は
蝦
夷
は
勿
論
‘
和
人
と
蝶
甚
だ
低
級
な
る
生
活
を
持
績
せ

し
人
々
の
み
で
あ
っ
た
、
此
時
に
蛍
っ
て
先
づ
本
嶋
和
人
地
を
始
め
本
嶋
内
全
臆
の
漁
揚
開
穫
に
向
っ
て
多
額
の
投
資
と
多
く
の
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危
険
を
堵
し
て
共
韓
民
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
る
者
は
経
管
者
と
し
て
は
先
つ
場
所
開
護
・
場
所
請
負
人
宇
と
し
て
立
て
る
近
江

商
人
を
始
め
と
し
て
の
内
地
よ
り
渡
来
せ
る
政
商
人
で
あ
っ
た
。
叉
漁
業
中
に
で
も
似
挽
業
は
内
地
の
米
作
に
も
常
る
も
の
で
あ
る

と
迄
古
人
は
稽
し
た
程
で
少
く
も
和
人
と
し
て
は
之
は
一
般
の
生
業
で
あ
っ
た
が
、
後
代
安
永
頃
に
至
れ
ば
今
迄
蝦
一
丸
地
制
漁
携
に

は
蝦
夷
を
使
役
し
て
居
た
る
も
の
が
西
蝦
夷
地
に
流
行
病
狛
蹴
し
石
狩
地
方
の
蝦
夷
の
如
き
之
が
矯
に
大
部
分
病
死
し
た
.
其
鵡
挽

掛
上
一
大
頓
挫
を
来
し
加
ふ
る
に
漸
次
和
人
地
鮒
も
凶
換
と
な
り
、
潟
に
蝦
夷
池
山
稼
人
の
増
加
は
一
方
に
於
て
盆
々
此
仙
寺
不
足
旅

問
問
者
の
補
充
の
必
要
を
痛
感
し
た
、
此
時
に
際
し
て
和
人
地
よ
り
此
等
の
一
部
分
を
集
む
る
の
外
は
其
大
多
数
を
招
抹
し
て
此
難
事

に
備
へ
、
或
は
論
点
八
(
内
川
消
)
と
し
て
摘
併
に
働
き
或
は
出
稼
人
(
月
刊
一
向
)
と
し
て
揚
所
請
負
人
の
下
に
経
営
者
と
し
て
活
躍
す
る

あ
り
、
殊
に
摘
夫
の
如
き
「
此
他
圏
一
作
人
古
来
一
時
歳
千
人
入
込
ト
申
唱
へ
此
人
数
不
入
込
時
ハ
産
物
モ
不
上
下
巾
惇
(
略
)
又
南
部
、

津
一
時
越
後
等
ノ
民
俗
モ
此
作
品
ノ
不
及
時
ハ
渡
防
護
す
サ
ル
誇
ト
相
聞
へ
古
来
双
方
ノ
風
俗
ト
成
来
ル
事
ト
問
ユ
」
(
紙
榔
附
桝
)

と
云
は
し
め
た
る
は
即
ち
こ
れ
此
仙
寺
の
園
々
よ
り
来
れ
る
内
地
蔵
努
働
者
で
あ
っ
た
。
而
し
て
又
一
方
放
商
人
中
に
は
専
ら
以
上
の

如
く
揚
所
請
負
人
と
し
て
生
産
事
業
に
常
る
者
の
外
に
之
と
相
粂
ね
て
商
業
界
に
立
つ
者
あ
り
或
は
唯
専
ら
商
業
界
の
み
に
身
を
委

ね
内
地
と
本
島
と
の
聞
に
立
ち
て
彼
我
財
貨
の
有
無
ぞ
仲
介
し
交
易
上
の
一
大
活
躍
ぞ
な
し
た
者
も
あ
る
。
新
く
し
て
彼
等
商
人
等

港
に
は
松
前
の
合
艦
商
標
ぞ
掌
握
し
本
島
全
産
業
界
経
鴻
界
を
左
右
す
る
と
一
去
ふ
地
佐
々
十
日
む
る
に
至
っ
た
。
然
し
乍
ら
肱
人
は
皆

々
新
か
る
産
業
界
に
従
事
す
る
産
業
人
の
み
で
は
無
か
っ
た
。
即
ち
他
方
に
は
武
家
・
枇
家
・
僧
侶
・
聾
者
・
相
撲
取
等
の
産
業
に

従
事
せ
ざ
る
非
産
業
人
の
渡
来
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
常
時
は
前
者
た
る
と
将
後
者
た
る
と
や
問
は
す
何
れ
も
皆
本
島
に
上

陸
せ
ん
と
し
‘
或
は
滞
留
せ
ん
と
す
る
場
合
、
或
は
蹄
岡
せ
ん
と
す
る
放
人
に
は
夫
々
松
前
藩
攻
以
来
「
改
め
」
の
錠
が
設
け
ら
れ



あ
り
、
此
促
伝
活
出
す
せ
宇
し
て
は
彼
等
は
木
島
に
上
限
滞
在
し
一
日
と
蹴
‘
経
情
生
活
ぞ
管
む
十
字
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
北
海
道
経

一
同
史
を
研
究
す
る
上
に
於
て
も
此
一
聞
に
燭
れ
置
く
事
亦
一
つ
の
過
程
で
あ
ら
う
o

沖
の
口

「
改
め
」

の
制
皮

往
昔
本
島
出
入
の
開
門
と
て
し
は
滞
組
第
二
代
瞬
時
光
度
が
大
館
(
師
仙
の
)
に
移
る
や
諸
問
よ
り
来
る
所
の
商
船
蔵
人
に
視
を
出

さ
し
む
と
い
ふ
記
事
が
比
較
的
縄
・
り
た
る
文
献
小
現
在
最
古
の
記
録
た
る
「
新
羅
之
記
録
」
の
永
正
十
一
年
の
傑
に
出
て
居
hv.
紺ノ

備
後
嵐
長
を
し
て
其
役
取
人
と
定
め
た
と
し
て
あ
る
、
之
を
以
て
沖
の
口
番
所
の
崎
矢
な
り
と
も
云
は
る
o

其
後
天
文
二
十
年
の
傑

に
は
蝦
夷
「
波
士
山
多
犬
」
と
稽
す
る
者
を
上
の
園
「
知
十
時
多
犬
」
と
稿
す
る
者
。
ぞ
尻
内
に
置
き
蝦
夷
役
人
と
し
蝦
夷
商
舶
往
還
の
法

度
を
定
め
徴
税
を
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
が
嘗
時
は
未
だ
内
地
と
の
交
通
も
飴
り
聞
け
居
ら
ざ
る
時
代
の
事
な
れ
ば
此
等
旗
人
出
入

改
め
の
制
度
も
左
の
み
複
雑
す
る
事
も
無
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
廿
井
、
後
愈
々
松
前
藩
の
成
立
も
丸
、
政
人
の
往
来
も
多
く
な
る
に
従

ひ
警
察
行
政
的
意
味
合
ひ
と
共
に
藩
の
経
由
上
に
も
断
次
複
雑
化
せ
ら
る
L
に
至
っ
た
。

「
前
」
松
前
一
滞
は
本
島
に
於
け
る
入
出
の
閥
門
そ
福
山
(
刊
)
・
江
差
・
箱
館
の
三
港
に
定
め
之
注
目
時
「
松
前
の
三
ナ
津
」
叉
は
「
↓
一
一

み
ー
さ
湊
」
と
も
稀
し
.
此
外
に
一
崎
山
の
脇
な
る
士
口
問
、
箱
舘
の
脇
な
る
常
別
の
二
浴
を
以
て
補
港
と
し
一
崎
山
・
箱
館
に
入
浴
し
得
ぎ
る
揚
合

123 

に
の
み
之
を
使
用
し
た
。
此
五
港
に
は
何
れ
も
沖
の
口
番
所
を
設
く
o

沖
の
口
と
は
「
襖
之
口
と
い
ふ
は
高
き
所
に
番
所
を
た
て

海
上
を
見
お
ろ
し
て
大
小
の
焔
・
貨
物
を
改
む
る
所
な
炉
」
と
て
藩
が
木
島
へ
入
山
す
る
船
舶
.
葦
裁
の
人
及
び
貨
物
を
鈷
検
し
て

課
税
す
る
所
の
機
関
で
あ
っ
た
。
番
所
と
し
て
の
設
置
起
源
に
就
い
て
は
幅
山
は
寛
永
七
年
に
下
図
合
人
が
沖
の
口
奉
行
で
あ
っ
た

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
技
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て
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市
中
を
僅
に
知
h

り
、
箱
館
は
寛
保
元
年
で
あ
る
が
其
前
身
た
る
亀
岡
に
あ
り
で
は
元
掠
二
年
木
惣
右
衛
門
が
八
代
目
の
奉
行
な
り
と
云

は
れ
江
去
に
あ
り
で
は
楠
山
奉
行
が
延
賓
六
年
始
め
て
設
置
せ
ら
れ
江
差
地
方
の
行
政
と
共
に
沖
の
口
事
務
を
も
併
せ
司
っ
た
と
い

じ
た
だ
い

ふ
事
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
番
所
の
役
人
と
し
て
は
奉
行
・
下
代
・
小
使
が
あ
る
。
奉
行
は
番
所
最
高
の
長
官
で
あ
る
が
其
下
に
使

は
る
L
下
代
・
小
伎
は
其
名
目
よ
り
す
れ
ば
一
見
地
位
の
至
っ
て
低
き
様
な
れ
共
其
貰
は
下
代
の
如
、
ぎ
「
松
前
下
代
は
専
ら
他
国
旗

人
を
支
配
品
川
」
と
云
ひ
小
使
の
如
き
も
「
名
目
軽
き
様
な
れ
N

と
も
名
主
の
上
こ
居
か
(
・
14)
」
と
も
云
ま
れ
相
官
な
地
位
を
有
す
る
役

}

U

/

J

↓
若
」

tu
・

人
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
此
等
の
機
関
は
如
何
な
る
「
改
め
」
を
行
ひ
た
る
か
と
い
ふ
に
先
づ
舶
舶
が
入
港
す
れ
ば
入
園
人
に
劃
し
て

は
制
限
が
あ
り
何
人
と
雌
之
を
許
可
し
た
の
で
は
無
い
、
例
へ
ば
安
永
八
年
の
藩
令
を
見
る
に
「
借
・
墜
・
男
女
綿
て
不
審
成
者
乗

来
候
は
港
吟
味
士
院
渡
海
可
申
付
事
」
と
云
ひ
寛
政
二
年
の
「
蝦
夷
草
紙
」
に
も
「
松
前
・
箱
館
・
江
指
ノ
三
ナ
慮
ハ
松
前
地
-
一
於
テ

三
ナ
ノ
港
ナ
リ
諸
国
ノ
商
舶
揺
醸
シ
ア
腕
テ
双
へ
碇
A

ノ
卸
シ
テ
泊
ス
ル
地
也
此
三
ナ
所
共
ニ
沖
ノ
口
ニ
帯
所
ア
リ
安
一
一
テ
諸
国
出
入

ノ
船
テ
改
ム
ル
、
若
他
国
ノ
舶
入
津
ス
ル
時
ハ
沖
ノ
口
番
所
ノ
有
司
・
来
テ
是
テ
札
シ
先
ツ
禁
ス
ル
ハ
武
士
・
虚
無
借
・
廻
園
ノ
六
十

部
・
楓
陸
道
心
者
間
ノ
者
等
ハ
決
シ
テ
上
限
品
ノ
許
サ
ス
直
-
一
迫
返
ス
。
此
外
聾
者
諸
職
人
等
松
前
-
一
好
ミ
無
ク

ν
ハ
俳
佃
テ
許
サ
ズ
」

と
あ
る
に
依
て
其
如
何
な
る
者
が
上
陸
ぞ
禁
ぜ
ら
れ
た
か
の
一
面
を
知
り
得
る
、
然
し
彼
等
に
し
て
も
用
件
あ
っ
て
来
る
時
は
此
限

り
で
は
無
い
。
大
枠
此
方
針
の
下
に
取
調
べ
が
行
は
る
L
が
先
づ
問
屋
は
謀
備
貼
検
の
職
樺
が
奥
へ
ら
れ
居
る
ぞ
以
て
入
舶
を
護
見

し
次
第
庇
に
其
旨
在
沖
の
口
番
所
へ
届
出
で
非
、
若
舶
を
待
た
守
し
て
直
に
其
船
に
至
り
沖
の
口
番
所
役
人
の
検
査
以
前
に
下
見
分
を

一了
J
p
h

、

，qA
a

，
 

ヘ
問
隠
・
小
約
と
は
如
何
な
る
も
の
な
り
し

戸
か
は
「
祉
合
終
済
史
皐
」
第
三
谷
第
五
時
蜘

之
は
問
屋
の
み
の
特
様
で
あ
っ
て
同
業
者
で
あ
っ
て
も
小
宿
に
は
此
資
格
は
無
い
。

昨
一
に
沼
山
哨
参
)

松前iPM山諸捷(寝本〉
l'¥;L!二徳内 蝦E起草紙〈寛政二"I!)

(4) 

(5) 



松
前
一
一
崎
山
諸
捉
「
沖
口
番
所
奉
行
へ
の
逮
」
一
入
船
見
懸
次
第
街
L
り
申
局
不
待
合
早
々
相
改
可
申
事
。

江
差
沖
ロ
諸
廻
帰
京
扱
下
害
鳥

申
f専

入
津
/
船
々
沖
口
役
所
/
者
改
不
済
前
問
屋
手
代
ノ
外
乗
込
候
儀
停
止
ノ
事
。

問
屋
の
下
見
分
と
し
て
は
先
づ
早
建
問
屋
手
代
は
其
般
に
乗
込
み
船
主
・
船
頭
名
前
・
船
名
乗
合
人
数
及
其
有
都
千
荷
物
(
州
符
)

等
を
取
調
べ
之
を
逐
一
記
入
し
夫
よ
り
舶
を
其
佳
留
め
置
い
て
沖
口
番
所
へ
此
結
果
を
書
付
ゆ
倍
以
て
届
出
づ
る
、
夫
よ
り
沖
の
口
番

所
に
て
は
此
届
出
に
操
り
下
代
一
入
、
下
役
二
人
沖
改
に
出
張
し
正
式
の
艶
検
に
移
る
G

其
方
法
と
し
て
は
船
外
よ
り
船
脚
を
先
つ

検
分
し
石
載
を
調
べ
不
審
あ
る
時
は
厳
重
に
吟
味
す
る
、
夫
よ
り
紺
へ
乗
込
み
前
同
様
一
々
一
結
検
し
携
帯
の
口
問
一
口
開
た
り
と
も
洩
れ

届
け
無
き
様
幾
度
も
遁
断
さ
せ
相
官
の
所
に
て
書
上
け
を
な
す
、
然
し
空
加
の
揚
合
に
は
乗
込
み
は
無
い
。

諸
廻
帰
京
扱
下
書
帯

申
俸

自
他
船
ト
モ
入
津
ノ
節
ρ
早
速
宿
問
屋
手
代
乗
込
問
屋
船
主
・
船
頭
名
前
・
船
名
・
采
数
並
采
合
人
数
有
無
調

法
紋
付
ハ
勿
論
共
外
中
荷
浩
迄
モ
員
数
逸
々
相
詑
沖
口
役
所
へ
届
ニ
付
下
代
一
人
下
役
繭
人
沖
改
ニ
罷
間
空
船
ノ
ミ
ニ
テ
丹
不
采
込
其
他
ρ

乗
込

船
外
ヨ

V
脚
方
篤
ト
致
見
分
手
帳
九
一
銭
船
脚
石
数
不
相
常
ノ
船
戸
能
々
相
改
水
主
ホ
マ
チ
口
問
タ

p
共
厨
洩
候
ρ

、
一
幾
度
モ
遮
断
岱
致
相
官
ノ
所
ニ

テ
書
上
申
付
役
所
帳
面
h

書
留
候
。

而
し
て
以
上
の
揚
合
例
へ
問
屋
の
方
よ
り
蛸
の
入
津
報
告
無
き
じ
し
て
も
入
帥
閉
そ
護
見
し
た
揚
合
は
沖
の
口
番
所
よ
り
直
に
貼
険

に
赴
く
。

松
前
福
山
諸
淀

「
沖
口
奉
行
法
」

入
津
ノ
船
、
宿
ヨ
ヲ
断
無
之
共
見
合
次
第
念
皮
相
改
可
申
倹
事
。

125 

此
貼
検
を
了
す
れ
ば
突
に
肱
人
は
引
受
人
を
取
定
め
夏
に
夫
よ
り
各
自
職
業
的
身
分
に
随
っ
て
取
調
べ
.
が
あ
る
。
先
づ
一
般
旗
人

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
総
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一
二
五

江差i中口諸役所手続書(書道本〉く6)



明
治
維
新
前
北
退
治
に
於
げ
る
般
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一
一
一
六

120 

と
し
て
は
肱
人
宿
が
其
岡
所
・
名
前
・
引
受
人
の
名
・
宗
旨
・
寺
判
等
を
札
し
て
帳
面
に
記
入
し
沖
口
養
所
へ
提
出
す
る
.
沖
の
口

番
所
に
て
は
之
と
義
に
問
屋
よ
り
加
攻
め
の
際
提
出
し
た
る
届
書
と
在
劉
照
し
其
相
違
無
き
ゃ
を
調
査
し
弐
に
畑
宿
・
政
人
宿
・
引

請
人
仙
寺
附
添
に
て
肱
人
を
白
洲
へ
呼
出
し
吟
味
役
と
下
代
一
人
下
役
二
人
立
舎
の
許
に

k
蓮
の
帳
聞
に
て
一
人
別
に
呼
び
上
け
年

齢
・
宗
旨
・
用
向
・
職
業
生
寸
を
開
札
し
婦
女
子
、
子
供
の
外
は
雨
肩
そ
組
ま
せ
て
検
査
し
不
審
の
貼
無
き
時
は
滞
留
差
発
と
書
き
上

け
.
引
請
の
問
屋
並
に
肱
人
宿
へ
引
渡
す
と
共
に
彼
等
よ
り
引
請
書
を
提
出
せ
し
む
、
又
一
方
に
は
以
上
の
書
類
に
操
り
旅
人
帳
へ

等
よ
り
陸
入
役
銭
と
政
人
監
札
の
判
銭
と
を
徴
牧
し
て
鑑
札
を
交
付
す
る
O
(

第
一
例
)

査
録
す
る
と
共
に
北
引
請
書
は
町
役
所
へ
廻
附
し
町
役
所
に
て
も
吟
味
宇
佐
港
け
て
役
所
帳
面
へ
記
録
す
る
、
沖
の
口
に
て
は
更
に
彼

若
し
藩
中
他
地
方
へ
赴
か
ん
と
す
る
揚
合
-
L

は
其
旨
の
切
手
を
交
付
し
役
銭
惜
の
者
に
謝
し
て
は
判
銭
は
取
立
?
交
付
し
(
第
二
例
イ
ロ
ハ
)
若
し
陸
入
役
銭
未
納
者
に
し
て
其
旨

ー
川
J

，
引
H
t何
月
何
日
入

何
百
何
十
番

1m 
何人
凶
何
E量
殺ノ

抗
議
何
凶
何
虎
誰
一
人
常
年
佼
銭
相
済

候廻Hl"-1制右前松済銭役
(7) 手切J人旅

(7) Cイ例ご:第〕

t

f

 

、
、
、
何
庭
胸
人
制
A

相
越
者
也

何

第〕

何
十
歳

一 一

鍛

常
市札

限Jl

番

F斤

h
u
附
沖
ノ
口

〔例

御

託子

昨日
1

v
'
A
F
 

(7) 

何
何
月
迄

iJ! 
何受
人
l毛
誰

J
刊

'
'
a
a

，，.

t
p
t
J
r
t
 

願
ひ
出
づ
る
時
は
判
銭
の

み
取
立
て
L

切
手
h
q
交
付

す
る
(
第
一
ニ
例
ゴ
然
し
師

閣
の
際
未
納
の
役
銭
は
す

べ
て
徴
牧
す
る
‘
政
人
の

大
膿
は
蹄
閣
の
節
納
む
る

践
で
あ
っ
た
。
政
人
は

般
に
以
上
の
如
き
経
路
が

松前吉凶i中之口取扱御牧納]反立方手納jli，P.¥llせ議定書口当木〉(7) 



12i 

腕
胤
ん
伯
付
何
閥
何
虞
誰
一
人
何
年
来
何

年
役
主主
ご仕

相
済
何箱江
村官't'I差
誰

方

;111 
越
者

也

松
前
沖
口

情

"r
刊叫
r

香子

何

月

日~(.i 

何議
I~~ 
何
庭
/ 

小'jr，
t主

右
ノ
者
常
午
年
役
銭
祁
済
於
何
村
誰
方

様
方

-m渡
者
也

一一一ーー一一

古
附
沖
ノ
口

御

番

何

月

日

に川・
6
B
F
 

手切Ul民主ii及節候越111"-館箱差江人放

第〕例(ロ(7) 

宿

船 Mmt 
fliJニ凶
凶何

之霊

所

躍・4す符白・村島踊・村官寄・村問古「
札鍛者候稼1'11テコ内/;付ケ五村髭

(7) Cハ例ニ第〉

市t

何
凶
之

以
上
何

人誰

税
方
〈
相
越
者
也

右
《
設
所
水
揚
改
相
済
、
、
、
機
一
前
宿

々
割
引
ゐ
叫

何

月

日

-，，̂ 
1-1 

御思
/ 

番口

第 て
の
検
査
無
き
の
み
で
あ
る
。

職
人

之
も
肱
人
宿
及
び
引
受
人
は
別
に
立
て
す
大
工
棟
梁
が
之

戸
釘
H
j
，.，， 

手切人旅{民リ迦相へ官'if1，昔前松済杭i不銭役
(，) (似j 三第〉

と
ら
れ
た
・
も
の
で
あ
る
が

然
し
身
分
に
よ
っ
て
は

様
で
な
く
今
た
に
之
そ
観

察
す
る
と

第

船
頭
・
水
-
王
(
水
さ

之
は
唯
届
出
の
み
に
て
検

査
な
く
滞
留
し
得
る
。

第

問
屋
付
の
者

之

は
蔵
人
宿
も
引
受
人
も

切
問
屋
が
之
を
粂
ね
る
。

入
園
手
績
は
普
通
の
旅
人

同
然
な
る
も
唯
町
役
人
に

を
粂
ね
る
、
手
績
や
駐
検
の
方
法
は
一
般
肱
人
同
然
で
あ
る
。

第
四

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
絞
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て
相
撲
取
り

江
戸
大
相
撲
は
す
べ
て
肱
人
宿
一
世
に
な
り
其
届
出
に

七



明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
旅
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

ノL

128 

よ
り
沖
の
口
番
所
に
て
は
呼
出
通
航
持
参
の
者
に
は
改
所
に
て
敷
居
や
隔
て
L
改
め
宗
旨
を
開
札
す
の
み
な
る
も
其
他
は
一
切
白
洲

紘
取
桜
敢
に
て
改
め
ぞ
な
す
、
何
れ
も
判
銭
を
徴
牧
せ
守
し
て
鑑
札
を
交
付
す
る
。

第
五

寺
社
人

其
肱
人
宿
も
引
受
人
も
共
に
松
前
の
寺
院
及
び
神
世
が
之
を
粂
ね
る
。
沖
の
口
呼
出
の
際
は
引
受
人
附
添
に
て
出

頭
せ
し
め
吟
味
役
が
敷
居
を
介
し
て
吟
味
し
帳
面
へ
書
留
め
彼
等
の
届
書
へ
割
印
し
て
町
役
所
へ
差
出
さ
す
。
彼
等
に
は
役
銭
。
必
要

せ
歩
、
若
し
藩
内
中
の
他
所
へ
赴
か
ん
と
す
る
時
は
武
家
同
様
の
手
蹟
ぞ
要
す
ハ
第
四
・
五
例
)
O

所

第，、
稼
方
の
目
嘗
無
き
者
.

虎-
町枇
E雪
OJU人
何
茶

人
何箱江
村官官差
言1ft
方

:fll 

ム

主

出

昨

日

工

主

i

f

i

i

 

設
所
何
寺
弟
子
誰
一
人
箱
館
設
方
〈
相

防

出

身

何

村

〔伊j 四第〕

各担

番

(1) (例五第〕

無
判
者
.
此
地
に
引
受
人
無
き

越
者
也

越
者
也

者
、
改
の
筒
不
審
の
筋
あ
る
者

不
正
行
篤
あ
り
し
者

改
の
節

松
前
御 i中
口

松
前
沖
口

番

所ー

(i) 

不
審
の
筋
あ
る
者
、
此
地
に
引

受
人
無
き
者
或
は
稼
方
の
目
蛍

無
き
者
に
針
し
て
は
滞
留
を
許

来
り
し
舶
並
に
加
宿
へ
預
け
置
き
順
風
と
な
り
次
第
其
舶
に
て
差
選
へ
ら
し
む
る
、
叉
其
舶
支
障
あ
り
て
他
舶
に
依
ら
ん
事
を
其
肢

可
し
得
ぎ
る
旨
申
渡
し
其
乗
り

何

月

日

何

月

日

人
並
に
船
宿
に
て
願
ひ
出
づ
る
時
は
之
を
許
可
し
た
。
彼
等
に
は
役
銭
も
無
く
従
っ
て
出
判
も
交
付
せ
歩
。
失
に
不
正
の
行
矯
あ
り

し
者
無
判
の
者
は
渡
栴
迫
放
を
命
す
る
。
其
時
に
は
町
役
町
よ
り
其
旨
の
断
り
書
が
廻
付
し
来
る
を
以
て
南
部
・
津
軽
雨
所
行
の
品
川



の
方
に
て
出
帆
の
出
判
を
願
出
で
次
第
に
宿
屋
へ
申
渡
し
其
者
へ
は
出
切
手
を
交
付
す
ゐ
(
時
一
繍
一
銭
)
0

以
上
は
大
略
少
く
も
「
前
」
松
前
藩
の
後
代
に
は
出
来
上
っ
て
ゐ
た
も
の
と
思
ふ
が
、
然
し
井
、
後
多
少
の
改
制
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ

る
O 

〈
次
の
文
献
参
照
)

江
差
沖
口
御
役
所
手
緩
書

一
入
洋
ノ
船
々
采
来
旅
人
ノ
儀
ハ
武
家
・
感
商
附
・
枇
寺
人
・
卒
民
共
先
問
尾
ヨ
リ
船
田
畑
朕
エ
書
加
b
品
一
見
出
夫
ヨ
リ
引

受
人
収
品
開
候
符
川
平
氏
ノ
分
子
旅
人
約
ヨ

F
図
所
・
.
名
前
並
誰
引
受
ノ
仮
帳
面
ユ
テ
差
出
エ
付
問
民
ヨ

F
/
門
刷
版
一
ト
引
合
一
平
氏
/
分
戸
船
約
放
人

約
引
詩
人
差
添
白
測
A

呼
出
吟
味
役
並
下
代
出
品
人
下
役
雨
人
立
合
右
帳
面
一
一
一
ア
逸
々
呼
上
ゲ
年
齢
・
宗
国
日
旦
用
向
或
ハ
渡
世
柄
叫
宇
和
紙
対
女
子
供

/
外
ハ
雨
府
銭
組
改
不
審
ノ
筋
無
之
上
《
滞
留
差
免
書
上
怨
致
夫
ヨ

P
町
役
所
一
一
テ
モ
相
改
俊
之
事
右
寄
上
チ
以
一
ア
役
所
帳
面
〈
向
川
置
遮
テ
船
出

陸
向
ノ
節
ユ
至

V
男
女
ニ
感

γ
役
銭
取
立
御
列
柑
渡
候
事

附
御
城
下
祁
館
ヨ
可
，
陸
入
ノ
方
戸
H
M
初
ヨ

F
放
人
宿
扱
ユ
テ
改
/
節
伐
組
依
儀
処
…
之

品開
ρ
同
様
/
事
。
但
常
陸
用
率
二
テ
立
蹄

q
h
十
日
迄
ニ
船
出
ノ
節
戸
改
方
同
様
ニ
候
符
共
役
銭
免
除
列
銭
取
立
出
判
相
波
十
日
以
上
滞
向
同
ノ
節

ハ
不
日
船
出
陸
自
共
役
銭
取
立
候
事
口
男
子
十
三
歳
十
四
歳
ハ
牛
役
、
女
ハ
十
五
歳
以
上
牛
役
取
立
候
事
。
働
方
出
来
無
候
老
人
病
人
並
子
供
百

人
川
役
銭
免
除
船
出
陸
肉
共
令
銭
取
立
ノ
事
口

一
、
自
他
船
船
頭
水
主
ノ
儀
h
r

旅
人
ニ
テ
モ
水
揚
改
等
加
熱
之
便
船
出
入
並
陸
肉
共
料
/
ミ
ニ
テ
改
無
之
、
右
船
出
陣
出
共
御
列
祁
波
列
銭
取
立
候

導
。
病
気
等
ユ
付
越
年
役
取
立
不
申
事
。
破
船
ノ
船
頭
水
主
/
分
出
郷
相
渡
列
銭
免
除
ノ
事
。
蝦
十
九
地
小
刻
、
通
船
/
節
戸
船
頭
宣
人
美
除
共
外

片
平
放
人
同
様
取
扱
迅
テ
船
出
時
間
出
ノ
節
役
銭
取
立
候
事
。

一
、
江
戸
大
相
撲
ノ
儀
丹
波
人
宿
扱
二
テ
行
司
並
他
家
抱
ニ
テ
通
扶
持
参
ノ
分
ハ
改
所
九
呼
出
敷
居
越
ニ
テ
相
改
宗
国
口
ノ
ミ
相
札
共
外
ケ
白
洲
縁

以
挺
敷
相
改
何
V

モ
役
銭
免
除
船
出
陸
自
ノ
節
h

御
舟
相
渡
列
銭
取
立
候
事
。

一
、
改
/
節
不
審
/
節
有
之
ρ
勿
論
又
h
p

設
所
-
一
テ
引
詩
人
無
之
歎
或
《
稼
方
官
宅
無
之
者
戸
滞
留
不
相
成
段
申
渡
莱
来
船
並
船
宿
h

預
ケ
詮
請

129 

香
取
之
風
順
次
第
共
船
ニ
テ
差
一
返
役
銭
無
之
白
州
不
相
波
候
事
。
但
兵
船
差
支
壮
一
三
テ
外
船
九
相
野
間
合
候
儀
戸
不
背
其
段
番
商
売
出
サ
セ
佼

事
。

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
放
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一
二
九



明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
旅
人
の
出
入
改
め
制
皮
に
就
て

一一一一

O
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一
、
前
断
旅
人
ノ
内
滞
印
刷
中
病
死
/
者
有
之
筒
ハ
引
前
人
・
旅
人
府
連
印
町
代
加
印
ニ
テ
病
出
並
仮
葬
ノ
寺
院
共
相
対
侠
事
。

一
、
欠
落
防
本
汁
ノ
者
有
之
節
《
引
受
人
・
総
人
・
制
連
印
書
差
出
候
事
口

一
、
前
断
旅
人
共
十
月
中
惣
剖
致
ジ
楚
年
迄
越
ほ
倹
趣
中
山
候
符
戸
越
年
役
取
立
候
幕
。
位
翌
年
越
候
上
正
月
二
十
円
前
ノ
船
出
陸
出
共
州
銭
ノ

号
、
取
立
二
十
日
後
二
及
佼
符
土
決
役
限
立
候
口
御
城
下
桁
館
ヨ
リ
仲
間
入
ノ
内
来
何
ノ
年
越
年
役
相
済
候
御
州
持
参
ノ
者
年
内
ニ
入
候
筒
ハ
越
年

佼
不
取
立
翌
年
限
入
ノ
成
々
同
様
ユ
扱
候
事
。
前
断
越
年
ノ
内
附
山
山
川
共
一
属
柚
幾
人
ニ
テ
J

守
並
鍛
冶
峨
ノ
内
拾
人
役
銭
免
除
ノ
事
。

一
、
御
城
下
箱
針
ニ
テ
役
銭
済
/
上
九
百
所
ヨ
リ
船
出
限
出
ハ
反
役
列
銭
取
立
候
事
。
但
十
日
ノ
内
ニ
船
出
陣
出
ノ
節
ρ
河
銭
ノ
ミ
取
立
候
事
。

一
、
平
旅
人
ノ
内
問
段
付
ノ
分
ρ
放
人
指
扱
ニ
不
相
成
街
並
引
受
共
共
問
段
一
一
テ
机
策
倣
ニ
付
肘
艇
ノ
外
書
上
差
出
共
徐
改
方
前
同
断
尤
町
役
所

改
無
之
一
挙
船
川
隙
出
ノ
節
役
位
取
立
方
ノ
儀
ハ
都
テ
旅
人
街
ノ
通
リ
取
扱
侠
事
。

一
、
平
放
人
ノ
内
務
脆
人
ノ
俗
ρ
却
テ
旅
人
街
扱
一
一
不
相
成
大
工
秘
梁
扱
=
相
成
改
方
/
儀
ρ
放
人
円
相
扱
ニ
附
様
「
近
来
(
安
政
に
泣
く
)
中
氏
ん
日

稲
川
陀
ノ
分
戸
大
工
組
梁
扱
一
一
不
相
成
共
同
制
小
頭
ノ
者
扱
ニ
一
被
仰
向
其
他
川
町
附
ノ
事
」
口

「
一
、
前
断
都
テ
不
旅
人
御
上
知
後
安
政
一
二
反
年
ヨ
リ
船
入
ユ
テ
モ
陸
入
ニ
テ
ヱ
仰
向
所
着
一
合
八
ケ
所
行
ノ
者
ρ
改
ノ
ミ
役
銭
州
鈍
ト
モ
取
立
不
巾

能
…
石
へ
宛
御
列
相
波
紋
事
但
砕
同
所
(
江
帯
一
日
)
エ
テ
引
受
ノ
者
有
之
働
日
出
夫
ヨ
リ
八
ケ
村
行
ノ
者
ハ
通
例
陸
出
ノ
康
一
一
-7
役
銭
取
立
候
事
-
D

一
、
一
牛
旅
人
エ
テ
モ
御
落
巾
並
足
経
共
迄
引
前
ノ
分
戸
一
政
人
病
ヨ
リ
誰
引
受
ノ
段
中
山
ニ
付
引
受
人
不
差
添
船
前
旅
人
宿
ノ
ミ
差
添
相
改
船
山
陛

山
ノ
節
役
銭
取
立
ノ
悦
ρ
都
テ
平
取
人
同
様
「
近
来
(
前
日
断
)
御
扶
持
家
引
受
ノ
儀
不
相
成
旨
被
仰
出
ハ
略
)
尤
家
来
河
口
法
等
利
一
属
候
節
ハ

市
中
/
者
引
受
夫
ヨ
リ
初
一
総
仮
事
。
但
御
城
下
秘
的
問
ヨ
リ
朕
入
/
者
壬
前
同
断
ノ
事
」
。

一
、
寺
枇
人
ノ
俗
ハ
旅
人
前
ニ
不
利
成
船
宿
ヨ

V
常
所
何
寺
社
引
受
ノ
巾
出
ユ
付
引
詩
人
付
添
沖
ノ
口
ヨ
リ
呼
出
吟
味
役
敷
居
越
ニ
テ
改
来
候
庭

コ
品
川
永
七
山
政
年
ヨ
リ
他
飢
こ
一
ア
モ
一
寺
ノ
住
職
一
枇
ノ
一
刷
、
五
タ
断
固
局
常
所
引
受
ヨ
リ

M
m倹
八
H
h
沖
ノ
口
役
ニ
不
及
段
被
仰
間
平
併
侶
平
社
家

ノ
分
戸
花
来
/
、
通
利
改
仮
事
」
0

但
改
摘
出
/
上
役
所
帳
商
人
書
館
日
加
害
〈
刻
印
致

γ
初
波
夫
ヨ
リ
内
役
所
九
銘
差
出
仮
事
。
御
放
下
知
館
ヨ
リ

除
入
ノ
的
江
川
所
引
受
寺
枇
ヨ
リ
ノ

M
3ノ
ミ
ニ
テ
呼
出
改
無
之
利
香
川
削
印
等
船
入
ノ
通
V
岱
所
ヨ
リ
船
山
ノ
節
戸
沖
口
御
州
願
書
先
内
役
所



エ
差
出
割
印
相
受
砕
同
役
所
エ
差
出
却
御
舟
相
波
候
事
。
設
所
ヨ
リ
御
城
下
箱
館
エ
陸
自
之
節
ρ
魁
御
列
願
書
先
営
役
所
エ
差
出
割
印
致

γ
相
渡

夫
ヨ
リ
内
役
所
エ
差
出
同
所
ヨ

V
御
列
相
波
候
事
。
旅
寺
社
人
召
連
来
リ
侠
待
小
者
ρ
府
而
巳
=
テ
改
佐
一
之
事
。
放
併
仲
間
地
(
江
差
)
寺
院
/

内
引
諮
侃
…
之
節
《
俗
家
ニ
引
受
滞
留
不
相
成
候
ニ
付
法
衣
/
偉
白
州
敷
益
エ
呼
出
滞
留
不
相
成
段
申
渡
采
来
船
並
船
宿
エ
預
託
訪
香
取
立
風
順

次
第
共
船
一
一
テ
差
一
返
候
事
o
伊
勢
=
一
口
市
太
夫
治
郎
代
石
川
幸
之
准
多
分
隔
年
ニ
机
下

V
陛
遁
御
城
下
表
エ
相
越
成
候
節
御
破
持
参
等
ノ
ミ
ニ

テ
下
男
共
マ
テ
改
並
役
銭
毛
無
之
出
何
不
利
波
事
。

一
、
他
家
務
中
/
儀
戸
放
入
信
扱
-
一
不
利
成
船
入
ノ
筒
先
向
日
目
ヨ

F
申
出
設
液
中
共
外
ニ
テ
モ
引
訪
依
分
戸
川
井
、
人
ヨ
明
封
書
発
的
即
沖
之
口
ヨ

F

呼
出
吟
味
役
毅
居
越
ニ
テ
格
改
候
上
局
番
エ
割
印
致
利
政
夫
ヨ
リ
内
役
所
エ
翁
差
出
候
事
但
御
城
下
箱
館
ヨ
リ
陸
入
ノ
節
戸
口
胸
書
差
出
刻
印
等

「
前
断
他
家
藩
中
改
向
之
儀
表
永
七
年
武
三
月
ヨ

F
常
務
中
エ
添
害
等
持
参
ノ
分
戸
沖
ノ
口
改
ニ
不
及

尤
軽
キ
御
扶
持
人
鰍
又
丹
市
町
人
共
エ
利
越
候
分
ρ
先
前
/
週
初
改
可
申
乍
然
其
身
分
高
下
-
一
寄
玄
関
又

ρ
勝
手
口
ヨ
リ
致
案
内
吟
味
役
同
-
一
，

船
入
同
様
ニ
候
符
共
呼
出
改
無
之
事
。

間
テ
感
封
可
致
段
被
仰
出
候
事
。
文
武
修
業
人
ノ
儀
丹
(
略
)
船
出
陵
出
共
御
列
差
出
方
丹
波
併
扱
/
迦
」
0

一
、
総
持
師
/
儀
平
放
人
同
晶
体
放
人
宿
ヨ
ザ
誰
引
説
/
段
帳
面
一
一
テ
脱
出
エ
付
改
所
次
ノ
問
エ
呼
出
「
御
扶
持
持
出
席
下
代
立
合
ニ
テ
廃
業
相
試

治
術
棺
肱
/
様
子
一
一
候
符
ハ
右
府
チ
相
下
ケ
」
平
抜
人
同
様
相
改
伐
組
候
儀
而
己
保
…
之
事
。
但
船
出
陣
問
ノ
節
ρ
抑
制
テ
卒
放
人
同
様
ノ
幕
。

一
、
前
肱
脈
々
放
人
之
内
不
正
ノ
所
持
刷
有
之
者
或
ハ
無
列
zu

ノ
等
渡
海
込
放
申
渡
候
節
《
共
段
町
役
所
ヨ
リ
断
書
廻
来
ニ
付
南
部
洋
服
雨
所
行
船
出

列
願
次
第
宿
閃
，
h
ェ
申
渡
其
者
エ
hr

切
手
和
渡
候
事
。

「
一
、
北
蝦
夷
地
御
用
取
扱
松
川
排
之
助
手
人
越
後
ヨ
リ
箱
館
二
発
下

V
候
節
津
軽
表
迄
ノ
添
翰
持
参
致

γ
同
所
ヨ
リ
符
館
エ
渡
海
/
虎
船
便
無

之
江
主
ん
一
エ
渡
海
船
入
之
節
ρ
旅
人
宿
ヨ
リ
添
翰
ナ
以
脳
出
依
へ
パ
改
等
不
放
御
列
王
不
相
波
共
儀
箱
館
エ
立
越
候
而
宅
不
昔
日
巾
付
快
事
口
但

前
断
排
之
助
手
人
ニ
テ
モ
添
翰
毛
無
之
焼
印
付
木
札
而
巳
人
別
エ
祁
下
グ
館
下
リ
候
者
三
や
放
人
同
様
相
改
役
銭
ノ
儀
ハ
不
取
立
箱
館
行
御
列

幾
人
ニ
テ
モ
笠
紙
ニ
認
相
波
候
事
。

O
前
断
排
之
助
手
人
ニ
テ
モ
添
紛
並
木
札
等
持
参
無
之
宅
ノ
ハ
卒
放
人
向
採
取
扱
候
事
」
0
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「
一
、
御
上
知
後
役
々
身
寄
ノ
者
用
向
在
之
詰
所
迄
罷
越
度
旨
申
悶
鉄
王
ノ
有
之
侠
ρ

f
江
戸
役
所
ヨ
リ
ノ
添
扶
持
府
疑
政
不
利
見
分
《
発
泣

γ

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
放
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一
一



明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
放
人
の
出
入
改
め
制
皮
に
就
て

一一一一一一
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若
疑
数
分
ρ
箱
館
エ
鵡
越
差
回
可
申
請
回
日
中
間
侠
様
安
政
一
一
一
辰
年
箱
館
ヨ
明
被
仰
出
侠
事
」
口

在
的
中
の
「
改
め
」
制
度

肱
人
の
先
づ
最
初
の
根
操
揚
所
と
な
る
属
は
蔵
人
宿
で
あ
る
.
従
っ
て
之
に
劃
し
で
も
捉
が
設
け
ら
れ
例
へ
ば
明
和
六
年
一
月
往

来
宿
に
下
せ
る
藩
令
の
如
、
ぎ

ffl 
J元~

一
、
政
人
伐
一
雇
一
候
節
受
列
念
皮
一
い
わ
い
し
可
申
事
。

一
、
野
放
人
御
改
金
之
外
非
法
の
金
銭
取
申
問
鋪
事
。

一
、
放
人
出
替
之
節
名
前
書
留
置
改
方
之
帳
面
と
附
合
相
逮
無
之
晶
体
可
致
事
口

一
、
難
心
得
放
人
大
部
等
早
速
訴
僑
致
本
闘
可
申
事
0

・
右
之
沼
竪
可
相
守
者
也

と
あ
り
叉
年
月
不
明
な
る
も
同
じ
く
藩
私
に

箆

一
、
共
年
キ
並
従
前
身
不
本
図
致
俳
網
干
本
緋
取
一
居
並
諸
家
来
に
相
成
候
放
人
出
替
之
節
往
来
宿
え
相
届
可
申
尤
祁
却
に
て
直
に
脇
方
え
銭
雇
候
共

闘
所
・
名
前
番
付
目
疋
父
往
来
宿
え
相
居
可
申
猶
父
小
街
近
付
之
者
放
人
か
く
ま
い
詮
候
共
右
之
趣
に
て
念
皮
相
府
可
巾
事
。

と
あ
る
。
放
人
中
に
で
も
既
蓮
の
如
く
安
永
・
天
明
頃
よ
り
は
殊
に
餅
挽
業
者
が
多
数
を
占
む
る
や
う
に
な
り
彼
等
は
一
且
此
肱

人
宿
へ
落
着
き
夏
に
夫
々
摘
揚
へ
一
雇
は
れ
て
行
く
が
此
際
藩
は
蔵
人
宿
そ
し
て
蔵
人
等
の
詮
人
た
ら
し
め
‘
従
っ
て
宿
は
彼
等
に
請



印
を
輿
へ
、
其
名
前
を
書
留
め
置
き
改
め
方
の
帳
聞
と
綜
合
す
る
や
う
に
し
、
蔵
人
出
替
り
の
節
は
新
来
の
者
た
る
と
退
去
の
者
た

る
と
を
聞
は
や
ノ
一
切
彼
等
を
し
て
宿
へ
の
届
出
を
な
さ
し
む
る
等
の
事
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
而
し
て
旗
人
に
し
て
若
し
無
判
者
・
怪
き

者
・
六
部
其
他
固
禁
者
等
な
る
揚
合
に
は
直
に
之
そ
上
申
遁
放
の
蕗
置
を
執
る
そ
要
し
若
し
一
両
一
に
も
彼
等
を
隠
匿
し
置
く
が
如
き

事
k
q
護
見
し
た
る
揚
ム
口
に
は
何
人
た
り
と
難
之
を
訴
へ
出
づ
る
み
必
要
し
若
し
此
等
の
者
に
し
て
引
請
人
の
無
き
揚
合
に
は
名
主
が
建

蹴
む
匂
持
た
せ
人
足
そ
添
へ
て
町
役
所
へ
護
迭
す
る
。
査
し
往
々
に
し

τ此
叫
甲
子
沿
犯
す
者
あ
り
た
り
し
と
見
え
寺
院
に
劃
し
て
は
天
明

六
年
八
月
蓬
の
如
き

一
、
他
闘

4
り
族
館
山
伏
等
数
多
致
渡
海
候
趣
一
一
付
安
永
三
午
年
申
議
候
遜
先
年

L
り
知
品
目
の
寺
院
議
図
隣
図
4
り
寺
役
用
事
有
之
渡
海
使
紛
旧
等

一
一
一

の
儀
は
逗
留
の
日
数
か
調
ね
以
書
付
可
被
中
途
候
右
様
も
無
之
雲
水
或
は
同
一
見
の
併
な
ど
致
渡
海
候
ぼ
V
寺
社
所
沖
口
番
所
え
断
極
措
置
直
に

共
船
に
て
隠
帆
候
晶
体
可
被
申
問
候
。

一
、
是
ま
で
逗
留
の
併
有
之
用
事
相
済
候
伐

V
致
蹄
帆
候
採
取
計
可
被
致
候
D

一
、
無
人
の
寺
院
方
寺
役
等
も
有
之
に
付
寺
に
庭
し
放
俗
隠
品
月
初
頼
鐙
候
は
是
ま
で
の
諮
寺
社
所
え
巾
逮
差
置
可
申
佼
事
。

右
之
趣
配
下
の
末
寺
不
抽
出
様
可
被
巾
波
候

以
上

と
て
寺
役
に
て
渡
来
せ
し
肱
借
に
は
其
逗
留
日
数
の
届
出
を
な
さ
し
め
用
件
揖
み
弐
第
錦
園
を
命
じ
怪
伶
・
雲
水
の
如
き
は
直
に
其

般
に
て
蹄
帆
ぞ
命
守
る
事
と
し
た
ら
も
其
隠
匿
者
あ
る
揚
合
に
は
天
明
二
年
六
月
前
奉
行
へ
の
藩
仇
の
如
き

一
、
無
宿
無
列
の
者
之
儀
御
停
止
の
旨
柑
偶
置
候
庭
相
封
に
て
夫
等
の
趣
有
之
様
粗
相
聞
候
無
剣
の
者
抱
置
候
族
於
有
之
者
本
人
民
勿
論
一
雇
置
候

133 

者
共
に
位
金
三
割
増
ら
羽
一
差
点
可
申
候
相
互
に
申
合
仁
と
へ
一
宿
れ
り
と
も
無
舛
の
族
同
耐
震

-m間
放
候
見
聞
に
及
川
げ
候
は

v
E
Z
H小
使
、
十
和

港
口
村
役
之
者
え
早
々
可
申
出
侠
若
隠
置
後
日
相
知
候
は
V
隣
家
え
も
過
料
可
申
何
事
。

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
放
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一一一一
一



明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
旅
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一
三
阿
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右
之
趣
墜
相
守
可
巾
者
也

天
明
ニ
災
年
六
月

と
て
閥
法
に
違
背
せ
る
政
人
に
劃
し
て
は
例
へ
一
宿
た
り
と
も
之
を
許
さ
す
、
之
を
見
聞
し
た
る
者
は
町
方
は
小
使
'
ム
仕
方
は
村
役

人
へ
直
に
届
出
す
る
み
必
要
し
、
本
人
は
勿
論
雇
主
へ
役
金
の
三
割
榊
を
課
し
之
を
白
地
罰
し
.
後
日
護
見
の
場
合
は
其
隣
家
へ
も
科
料

。
必
命
す
る
ο

蔵
人
の
数
に
於
て
最
も
顕
著
な
る
も
の
は
既
惑
の
如
く
緋
取
業
者
で
あ
っ
た
が
其
滞
在
に
就
て
は
寛
政
二
年
の
「
蝦
夷
草
紙
」
に

依
る
と
「
他
闘
の
者
の
俳
制
す
る
に
獄
業
の
日
産
か
せ
ぎ
に
て
松
前
地
に
越
年
す
る
も
の
あ
れ
ば
改
め
て
越
年
役
と
い
ふ
て
様
役
総

笠
貫
茂
吉
丈
み
そ
出
さ
す
叉
正
月
よ
り
五
月
ま
で
蝦
夷
松
前
地
に
稼
、
ぎ
居
る
も
の
は
竿
役
と
て
館
六
百
文
の
課
役
を
出
さ
す
る
な
り
六

月
よ
り
以
降
は
他
闘
の
人
を
掛
ふ
が
国
法
な
り
、
其
年
の
一
一
杯
に
渡
り
来
る
者
を
改
め
て
其
者
の
国
元
へ
踊
る
べ
き
旨
ぞ
断
て
押
返
す

な
り
」
と
云
ふ
、
斯
く
し
た
越
年
者
の
錦
に
行
は
る
L
越
年
改
め
は
其
年
九
月
ハ
袈
暦
〕
又
は
十
月
(
向
上
)
頃
一
一
好
に
錦
さ
れ
る
。

松
前
秘
説
一
、
将
年
九
月
ノ
以
前
/
絞
人
持
議
年
改
役
人
山
張
悉
相
改
候
ヨ

γ
、
負
年
致

γ
候
h

パ
重
一
年
料
ト

γ
テ
金
二
朱
役
所
エ
取
上
二
相

n
h
u
 

成
侠
ヨ
ジ
ナ

V
D

旅
人
共
十
月
中
惣
剖
致

γ
習
年
迄
州
出
目
的
候
也
中
山
候
符
パ
越
年
役
取
立
候
事
D

而
し
て
若
し
放
人
に
し

τ滞
留
中
死
亡
し
た
る
揚
合
は
其
病
症
と
偲
葬
の
寺
院
と
か
記
し
た
る
届
書
に
引
受
人
及
び
肱
人
宿
が
連

江
差
沖
口
御
役
所
手
績
書

印
し
町
代
が
之
に
添
印
し
て
拠
出
す
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
o

(

鞘
融
和
円
滑
…
仙
一
諸
問
)

松前秘;設(天保十年〉(8) 



以
上
の
制
度
は
大
略
「
前
」
松
前
藩
の
比
較
的
後
代
よ
り
整
備
し
多
少
の
改
則
補
則
を
経
て
よ
入
館
明
治
維
新
迄
檎
鱒
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

四

立と
1I口

-
L
1
 

・ゴ
H
エ一

re

本
制
度
は
原
川
川
と
し
て
本
島
出
入
政
人
全
般
に
向
っ
て
執
行
せ
ら
れ
、
本
島
制
度
中
に
で
も
官
時
は
相
官
大
き
な
も
の
L

一
で
あ

っ
た
。
之
は
一
一
間
よ
り
観
れ
ば
玖
治
的
事
項
に
麗
し
即
ち
官
時
の
世
情
と
し
て
警
察
的
意
味
に
帰
さ
れ
た
る
は
勿
論
叉
攻
府
の
財
源

た
る
徴
税
の
洩
る
L
事
な
か
ら
し
め
ん
が
錦
の
一
制
度
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
叉
同
時
に
之
は
「
前
」
松
前
滞
由
時
に
布
つ
て
は
一
つ

の
経
掛
政
策
港
行
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
同
藩
に
て
は
義
に
も
述
べ
た
る
如
く
一
般
に
は
蔵
人
の
入
園
及
び
滞

留
を
非
常
に
制
限
し
た
が
其
理
由
と
し
て
の
一
而
は
島
内
人
口
の
増
加
に
由
っ
て
物
債
の
騰
貴
せ
ん
事
を
非
常
に
怖
れ
た
が
錫
で
あ

る
‘
由
っ
て
藩
は
此
「
改
め
」
に
よ
り
闘
盆
上
不
利
と
認
む
る
者
へ
は
其
上
陸
そ
許
さ
す
叉
新
か
る
揚
合
は
例
へ
職
人
と
臨
其
滞
留
ぞ

許
さ
ど
る
は
勿
昨
一
剛
、
本
島
産
業
上
又
は
経
樹
上
重
要
な
地
位
に
在
っ
た
早
春
渡
来
の
僻
取
寵
と
雄
特
に
許
可
h
q
受
け
ず
る
限
り
五
月

に
至
れ
ば
「
改
め
」
を
な
し
其
師
園
す
べ
き
旨
そ
断
っ
て
押
し
返
し
六
月
以
降
は
他
岡
持
人
も
滞
留
せ
し
め
ざ
る
を
方
針
と
し
た
。

之
に
就
き
蝦
夷
草
紙
は
臼
く
「
其
制
度
如
何
ト
ナ
レ
ハ
六
月
ヨ
リ
末
秋
冬
ハ
漁
獄
稼
キ
等
モ
不
足
ナ
レ
ハ
無
盆
ノ
人
松
前
-
一
滞
留
ス

ル
ハ
固
産
ラ
費
シ
テ
悪
シ
ト
云
へ
リ
彼
ノ
長
臣
中
島
甚
兵
衛
ト
云
フ
者
予
一
一
語
リ
タ
リ
殊
一
一
百
姓
家
ノ
・
市
殖
ス
ル
ラ
厳
シ
ク
停
止
ノ

出
ナ
リ
毎
年
筒
様
ノ
議
テ
蹴
レ
流
ヒ
ト
モ
兎
刊
百
姓
家
数
モ
増
盆
ス
ル
故
一
一
米
穀
ノ
償
モ
高
値
一
一
ナ
リ
止
ム
コ
ト
ナ
キ
由
ノ
物
語
ナ

135 

リ
」
と
新
う
し
た
意
味
よ
り
此
「
改
め
」
制
度
を
観
る
時
は
明
か
に
こ
れ
経
漕
政
策
港
行
上
の
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
と
も
云
ひ
得

明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
族
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一
三
五



明
治
維
新
前
北
海
道
に
於
げ
る
燦
人
の
出
入
改
め
制
度
に
就
て

一一一一六

130 

る
。
叉
他
雨
此
政
治
的
一
制
度
ぞ
木
島
出
入
の
蔵
人
各
自
に
立
脚
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
彼
等
は
此
「
改
め
」
の
結
果
如
何
に
よ
っ

て
本
島
に
・
仁
陀
し
経
哲
生
括
を
営
み
得
る
や
否
や
又
一
日
一
上
陸
し
た
る
者
殊
に
鮎
取
業
者
を
首
位
と
せ
る
其
主
部
分
そ
占
め
た
る
産

業
従
事
者
の
如
き
に
封
し
て
は
藩
は
一
般
政
人
よ
り
も
滞
花
期
間
に
於
て
除
裕
を
認
め
居
た
る
事
な
れ
ば
彼
等
に
し
て
特
別
の
許
可

を
得
て
五
月
以
降
滞
留
し
或
は
越
年
中
ザ
そ
し
て
木
島
に
於
け
る
経
摺
生
活
を
更
に
持
続
せ
ん
と
欲
す
る
揚
合
、
之
を
果
し
得
る
や
斉

や
・
も
一
に
此
「
改
め
」
に
依
て
決
せ
ら
る
L
課
な
る
が
故
此
「
改
め
」
を
受
く
る
と
云
ふ
事
は
彼
等
蔵
人
の
経
憤
生
活
上
に
探
て
云

ふ
時
は
彼
等
が
経
情
的
目
的
を
巣
す
上
に
於
て
少
く
も
訴
時
と
し
て
は
必
中
執
ら
.
ざ
る
可
か
ら
.
ざ
る
一
の
手
段
で
あ
っ
た
と
観
る
事

が
出
来
ゃ
う
。
而
し
斯
く
し
た
煩
は
し
き
吟
味
が
行
は
れ
し
時
代
な
る
に
も
拘
ら
歩
天
保
十
年
の
「
松
前
秘
説
」
に
も
木
島
挽
業
上

最
色
大
切
な
り
し
伽
取
持
の
渡
来
者
古
来
毎
歳
千
人
と
も
云
ひ
し
在
偲
へ
ば
本
島
が
明
治
維
新
前
内
地
人
の
経
酒
生
活
上
に
と
り
て

も
如
何
に
重
要
な
る
土
地
で
あ
り
叉
斯
く
思
は
し
め
た
る
か
を
察
す
る
に
充
分
借
り
あ
り
で
あ
る
。

此
攻
治
的
事
項
た
る
経
摺
上
の
一
手
段
も
之
を
更
に
本
島
経
漕
史
の
上
よ
り
眺
む
る
時
は
亦
確
に
其
一
一
過
程
で
あ
っ
た
と
云
ひ
得

る
マ
あ
ら
う
。

〈
昭
和
八
年
十
一
月
七
日
〉


